
◇　障害者施設等入院基本料

　当該入院基本料を届出ている病棟にあっては、以下のいずれかに該当する一般病棟である。

　　ア　 児童福祉法第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設又は同法第６条の２の２第３項に

規定する指定発達支援医療機関。 （ ）

　  イ   次のいずれにも該当する一般病棟である。 ・イ①について、様式19を参照

　①　重度肢体不自由児（者）等を概ね７割以上入院させている病棟である。 ・イ①について、様式19の算出根拠となる書類

  ②　当該病棟において、１日に看護を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が ・イ②について、様式９、勤務実績表、会議・研修・他部署勤務の一覧表

    １０又はその端数を増すごとに１以上である。 ・イ②について、病棟管理日誌

【７対１入院基本料】

（１）以下のいずれかに該当する。 （ ）

　　ア 　児童福祉法第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設

　　イ 　児童福祉法第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援医療機関

（２）当該病棟の入院患者のうち、超重症の状態の患者と準超重症の状態の患者との合計が ・入院患者のうち、超重症の状態の患者と準超重症の状態の患者の割合の算出根拠となる

３割以上である。 （ ）  書類

【看護補助加算】

(１)　当該病棟において、１日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30 ・様式９、勤務実績表、会議・研修・他部署勤務の一覧表及び病棟管理日誌

又はその端数を増すごとに１に相当する数以上である。 （ ）
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(２)　当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその

端数を増すごとに１に相当する数以上である。 （ ）

※　看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、

同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で

傾斜配置できる。

（３）看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。 ・看護職員の負担軽減に関する書類

（ ）

※　「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、

別シート「32◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」を必ず提出すること。

（４）当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を ・看護補助者の院内研修の実施状況（院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等）

含む院内研修を年１回以上受講している。 （ ）  について、具体的な内容が確認できる書類

ア　医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解

イ　医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解

ウ　看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術

エ　日常生活にかかわる業務

オ　守秘義務、個人情報の保護

カ　看護補助業務における医療安全と感染防止　等

※　アについては、内容に変更がない場合は、２年目以降の受講は省略して差し支えない。
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（５）当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年１回以上見直しを

行っている。 （ ）

※　次に掲げる所定の研修を修了した（修了証が交付されているもの）看護師長等が

配置されていることが望ましい。

ア　国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること（５時間程度）

イ　講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

　　(イ) 看護補助者の活用に関する制度等の概要

　　(ロ) 看護職員との連携と業務整理

　　(ハ) 看護補助者の育成・研修・能力評価

　　(ニ) 看護補助者の雇用形態と処遇等

【夜間看護体制加算】

（１）次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうち４項目以上 ・勤務実績表

を満たしている。 （ ） ・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制（様式13の３）及び夜間における

 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類

※　当該加算を算定する病棟が、２交代制勤務又は変則２交代制勤務を行う病棟のみで構成される

保険医療機関である場合は、イを除く項目のうち４項目以上

ア　当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の

　勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。 　

イ　３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する 　

　看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務 　

　編成である。

ウ　当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う

　夜勤の数が２回以下である。　

エ　当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日

　が確保されていること。

オ　当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や

　遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。

カ　当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、 医療機関コード

　夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、 保険医療機関名
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適　・　否
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　　かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを

　夜勤時間帯に運用した実績がある。　

キ　当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち５割以上が療養生活

　上の世話であること。

ク　当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が５割以上である。

ケ　当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して

　おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。

　※院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち４時間が含

　まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日については、この限りではない。

コ　当該病棟において、ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行って

　いること。

　※使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、１年に１回以上、

　当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて活用

　方法の見直しを行うこと。

※　アからエまでについては、届出前１か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に

　従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5割

　以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。

※　キについては、暦月で１か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動は要件を満たし

　ているとみなす。

※　ケについては、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち

　４時間以上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限り

　ではない。

※　コについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、１年に

　１回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて

　活用方法の見直しを行うこと。

（２）「障害者施設等入院基本料の注９の看護補助加算」の届出を行った病棟である。

（ ）
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